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１．はじめに 
  電気事故は、電気関係報告規則に基づき報告が義務づけられており、保安行政の適格な処置を

施行するにあたって欠くことのできない報告です。また、その電気事故の実態をお知らせし、電

気事故の再発防止に役立てていただくために、令和元年度に沖縄管内で発生し報告のあった電気

事故についてその概要を次のとおりまとめました。令和元年度の電気事故総件数は１件で、前年

度と比較して１件の減少となりました。 
自家用電気工作物からの波及事故は１件発生しております。（第１表及び第２表参照） 

 
第１表 発電設備以外の電気事故件数の推移 

年度 
事故の種類 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 

感電死傷事故 2(0) 1(1) 2(0) 2(0) 0(0) 0(0) 3(0) 2(0) 1(0) 0(0) 

電気火災事故 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

主要電気工作物の破損事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

供給支障事故 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

電気工作物の欠陥等による

物損事故 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

電気事業者間の波及事故 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

自家用電気工作物からの 

波及事故 
4 2 9 4 8 4 7 4 1 1 

計 6 3 11 5 9 4 11 6 2 1 

注）（ ）内は死亡者数。１件の事故で複数の事故の種類がある場合は、それぞれに計上されている。 
 
第２表 令和元年度電気工作物の種類別事故件数（発電設備以外） 

区分 
 
 
事故の種類 

電気事業の

用に供する 

電気工作物 

自家用電気

工作物 
計 

感電死傷事故 0(0) 0(1) 0(1) 

電気火災事故 0(0) 0(0) 0(0) 

主要電気工作物の破損事故 0(0) 0(0) 0(0) 

供給支障事故 0(0) － 0(0) 

電気工作物の欠陥等による

物損事故 

0(0) 0(0) 0(0) 

電気事業者間の波及事故 0(0) － 0(0) 

自家用電気工作物からの 

波及事故 
－ 1(1) 1(1) 

計 0(0) 1(2) 1(2) 

注）（ ）内は前年度の件数。１件の事故で複数の事故の種類がある場合は、それぞれに計上されている。



２．電気事故の概要、原因、再発防止対策 
（１）波及事故 
令和元年度に発生した波及事故は１件で、前年度と比較して同数となりました。 

  波及事故は、事故を発生させた事業場だけでなく付近一帯の需要家も停電させることになりま

すので、社会的影響も大きいことを十分認識し、日頃の保守点検を入念に行い、設備を正常な状

態に維持・運用することが重要です。 
 
（参考事例） 
①塩害によるＰＡＳの劣化による波及事故 
 塩害によりＰＡＳが機能不全となり、短絡したことによる。 

 
  ②高圧ケーブルの経年劣化による波及事故 
   高圧ケーブルの経年劣化により、地絡したことによる。 

 
  ③建物改修工事において電気配線を損傷したことによる波及事故 
   建物壁面への穴あけ工事において、壁内の電気配線を切断したことによる。 
 
３．おわりに 
  以上、昨年度報告のあった電気事故の概要をとりまとめましたので、今後の電気保安業務の参

考としていただければ幸いです。 
  電気工作物を設置する者は、「電気設備の技術基準」に適合するよう電気工作物を設置し、維持

しなければならないこととなっており、その基本原則の中には感電、火災等の防止などが定めら

れています。 
  また、人為的な事故を起こさないため、停電時間を確保した上での作業や、充電部がある場合

には防護措置を施すことはもとより、危険予知、作業手順及び作業方法の徹底等を行い、電気事

故防止に努めていただきたいところであります。 
  皆様の日頃からの努力の積み重ねによって、一層電気事故が減少することを期待します。 


